
最高裁秘書第867号

令和4年3月28日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

2月28日付け（3月3日受付、第031001号）で申出のありました司法行

政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で5枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には、個人識別情報（当事者の氏名等） 、公にすることにより法人等

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており、 これらの情報は、行政機関情報公開法第5条第1号、

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから、これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付．

担当課秘書課（文書室） 電話03 （4233） 5240 （直通）



一

日付：令和4年3月7日
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既済事件一覧表 集計期間 令和4年1月1日～ 令和4年1月31日

番号T法廷 主荏裁判官主任闘査官’ 事 終局区分 憲法少数件番号 上告人 被上告人一 備考 ｜上告受理｜ 終局日
R4.1.11 1決定(棄却）第3小法廷|長嶺安政 ｜能登謙太郎|令3年(ｵ)第599号

第3小法廷|字賀克也 ｜中嶌諏訪 ｜令3年(オ)第1091号宇賀克也第3小法廷
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決定(棄却）熊谷大輔 令3年(オ)第1467号 R4｡1・13 □ □11
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□17第2小法廷三浦守 本條裕 ｜令3年(ｵ)第933号

18第2小法廷岡村和美中嶌諏訪 i令3年(ｵ)第984号
19第2小法廷岡村和美中嶌諏訪令3年(オ)第1026県

20第2小法廷岡村和美中嶌諏訪令3年(オ)第1077暑

21第2小法廷菅野博之野中伸子． 令3年(オ)第1202県

22第2小法廷草野耕一堀内元城 ｜令3年(ｵ)第1223県
23第2小法廷菅野博之佐野文規 ｜令3年(ｵ)第1226岳
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前田志織 ｜令3年(オ)第1229号 決定(棄却）24i第2小法廷1岡村和美 R4"1･14 ■ i■

’’ I
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既済事件一覧表 集計期間 令和4年1月1日一 令和4年1月31日

・ 事件番号・

声3年(ｵ)第1326号
;令3年(オ)第1352号
'二 ‐ 。 ‐

i令3年(オ)第1382号
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｜上告人一一 被上告人 1 備考番号 法廷
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既済事件一覧表 集計期間 令和4年1月1日～ 令和4年1.月31日
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法廷 主任裁判官主任鯛査官’ 事件番号
第1小法廷~|岡正晶 ｜神谷厚毅 ｜令3年(オ)第1528岡正晶 ｜神谷厚毅
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３
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一
繕

率
一
燕第2小法廷 菅野博之65

661第3小法廷|戸倉三郎 家原尚秀 ｜令2年(オ)第919号

第3小法廷

二

第3小法廷

林道晴 能登謙太

字賀克也家原尚秀

渡邉惠理子前田志織

渡邉恵理子前田志織

戸倉三郎家原､尚秀

長嶺安政堀内元城

宇賀克也一藤哲志

戸倉三郎笹本哲朗

宇賀､克也前田志織

長嶺安政船所寛生

戸倉三郎佐野文規

林道晴 能登謙太

宇賀､克也 前田志織

長嶺安政 船所寛生

郎能登謙太郎|令3年(オ)第927号67

宮
宕
国
右
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決定(棄却） ｜□｜□
決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□｜□
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日付：令和4年3月7日
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既済事件一覧表 集計期間 令和4年1月1日～ 令和4年1月31日

一一 ■

番号 法廷

781第3小法廷

一一一一一一

上告人． I 被上告人 l 備考 l上告受理終局日 終局区分 憲法|少数｜

｜□｜□！R4.1.25 決定(棄却）

□|口｜
R4.1.25 決定(棄却）

□｜□R4･1．25 決定(棄却）

R4･1.27 決定(棄却） □｜□’

主任裁判官
渡邊恵理子

主任鯛査官
神谷厚毅

本條裕

事件番号

|令3年(オ)第1573号

一
言

|令3年(ｵ)第1576号第3小法廷 戸倉三郎79

長嶺安政

岡正晶

深山卓也

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

３
１
１

《
弟
《
弟
冷
弟

割
一
轤
濡

さつき

諏訪

謙太郎

謙太郎

師
一
別
一
躯 82

東京都

決定(棄却）R4･1｡27 □｜□ﾛ や

83 第1小法廷 深山卓也 能登 令3年(オ)第842号 決定(棄却）R4･1｡27 □ 口
一
口
｜
口
一
口
｜
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□

84 第1小法廷 山口厚 I前田志織 号
号
１
７
６
９
１
３
１
１
第
第
〕
ｊ
は
け
年
年
３
３

今
わ
く
詞

決定(棄却）R4･1｡27 口
一
口
．
’
□
｜
□
｜
□
一
口
｜
□
｜
□

R4･1p2フ

ー

R4･1"27

R4．1･27

R4･1｡27

R491a･27

R4･1･27

－

R4･1D27

介
也
也
介
介

亮
晶
卓
．
卓
亮
晶
亮

率
唾
測
諦
剥
華
唾
率

廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法
法
法

、
、
、
、
、
、
、
、

４
４
．
″
珊
川
４
川
４

１
１
１
１
１
１
１
１

第
第
》
第
第
第
第
第
窒

５
６
．
．
７
８
９
０
１
２

．
８
’
８
８

９

９

９

８

８

851第1小法廷第1小法廷

第1小法廷
一一
一

第1小法廷

廷
廷
廷

法
法
法

小
小
小

１
１
１

第
第
第

０
口
■
■
■
Ｑ
■
■
０
■
日
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
■
ワ
凸
？
０
日

安浪亮介
ご苧

岡.正晶

安浪亮介第1小法廷

奉
一
轤
一
鵬
蒋
．
－
儲

龍
禰
一
嘩
一
裕
一
挿
一

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

号
号
号
号
号
号

９
９
８
４
７
４

２
６
０
３
３
７

４
４
５
５
５
５

１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第

』
ｊ
ｊ
ｊ
ｌ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ
オ

く
く
Ｉ
く
く
く

年
年
年
年
年
年

３
３
３
３

３
３

今
市
《
和
《
頂
く
戸
《
詞
〈
祠

』
■
■
ｒ

順
一
総
一
港

錘
騨
珂 令3年(オ)第1580号 R4･1.27 1決定(棄却） □1口

I 931第1小法廷堺徹 i川崎直也 ロ
盲
目
言

６

０

８
０
５
６
１
１
第
第
１
ｊ
オ
オ
く
く
年
年
３
３

〈
祠
へ
祠

□｜■

佐藤政達第1小法廷 山口厚

一

堺徹．

94

I
鼬
雨
一
鯛
‐
調

鞄
一
確
一
諜
薩

、

I

’
松戸市 □|□

令3年(オ)第1579号

国

岡山市

R4.1.27 1決定(棄却）
I

R4．1p27

R4p1□27

R4．1．28

R4ﾅ1｡28

R4p1:ﾛ28

R4q1．28 1決定(棄却）
R4．1．28

R4p1p28

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却） ．

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□1口
國廻
画題
國匝
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

R4p1”28 決定(棄却）

100

101

102

'031第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷
『

第2小法廷

三浦守

草野耕一

岡村和美

草野耕一

一藤哲志

宮崎朋紀

船所寛生

和久－彦

令3年(オ)第1416号

令3年(オ)第1433号

令3年(オ)第1442号

令3年(オ)第1448号
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既済事件一覧表 集計期間 令和4年1月1日～ 令和4年1月31日

番号 法廷 I主任裁判官｜主任調査官」 事件番号
－
１ 終局区分

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

上告人 被上告人 備考 上告受理I終局日

i ↑041第2小法廷
i ’05;第2小法廷
I 第2小法廷

８
８
２
２
■
、

寺
■
医
■
■
Ⅱ

■
■
４
４
Ｒ
Ｒ

國 ’ R4･1・28

R4.1j28

R4．1．28

R4P1・28

！ ｛071第2小法廷【

’ 106第2小法廷|三浦守1 0

川崎直也 令3年(オ)第1509号

'081第2小法廷
'091第2小法廷

|草野耕一
草野耕一

神谷厚毅 i令3年(ｵｰ)第1526号
I

サ

森川さっき|令3年(才)第1538号

|三浦守 森田'亮 令3年(オ)第1497号

|岡村和美 森川さっき 令3年(オ)第1481号

草野耕一 船所寛生冷3年(ｵ)第1514号 ､
． 』


